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防災マップの位置づけ 
 
●「防災マップ」は、行政が法令等に基づいて作成するハザードマップ等

とは位置づけが異なります。 

 

●行政からの防災情報を活用し、災害のみにとどまらず、今後は地域の安

心・安全を実現するためのマップとしても位置づけられます。 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
防災マップ 

●国などの法令に基づかずに、自治体の協力を得ながら、地域住民が主

体となって、作成するマップです。 

●自治体が提供するハザードマップなどの情報を参考にしながら、地域

の実状に応じ、必要な防災情報（避難場所・経路、災害時に役立つも

の、危険な場所）などを掲載するマップです。 

 
     
 

 
 
 
 

ハザードマップ 

（災害予測図・災害危険個所分布図）

 国や地方自治体が法令
に従って住民への情報

提供を行うマップ 

洪 水 地 震 津 波 土 砂 

・・・ 

情 

報 

・浸水区域 

・浸水深 

 

・土石流危険渓流 

・傾斜地崩壊危険個所 

・地すべり危険個所 

関係する法令 

・水防法 

・土砂災害防止法 

・東南海・南海地震に係る地震防災対策の 

推進に関する特別措置法 など 

・震度予想 

・液状化 

・家屋倒壊等の危険度 

・浸水予想区域 

・要避難区域 

・高潮時通行止め箇所 

掲
載
情
報
（
例
） 

●避難場所・経路 ●避難に必要な情報欄、●その他役立つ情報  など 

防災マップは、今後災害のみにとどまらず、安心・安全なまちづ

くりのための要素も加えた（安全・安心マップ）としても位置づ

けられていきます。  

 

防犯

視視点点
交通安全 バリアフリー


